
第３回たつの市新宮地域小中一貫校開校準備委員会小学校区部会（西栗栖小学校） 

－次第－ 

 

日時 令和６年６月１７日（月）   

   午後７時から         

場所 西栗栖コミュニティセンター  

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 報  告 

 第３回開校準備委員会の開催結果について【資料１】 

 

 

 

３ 議  事 

 スクールバスの運行ルート（案）について【資料２－１、２－２】 

 

 

 

４ そ の 他 

 

 

 

５ 閉  会 

 



 

 

第３回開校準備委員会の開催結果について 

 

 

１ 新宮地域小中一貫校の学校名候補の選定及び学校名募集要項について 

  

(１) 学校名募集要項、募集チラシ、応募用紙  別紙のとおり決定 

 

(２) 学校名募集期間  令和６年６月１０日～令和６年７月３１日 

 

(３) 学校名候補の選定 

＜募集期間終了後＞ 

・応募のあった名称を開校準備委員会委員に配布し、各委員により事前

選考 

 

＜令和６年８月開催 開校準備委員会＞ 

・応募状況報告、選定協議 

 

＜令和６年１０月開催 開校準備委員会＞ 

・協議により通称名、小学校名、中学校名をそれぞれ１点選定 

 

※令和６年度中に、開校準備委員会においてそれぞれの名称の候補を決定 

 ※令和８年度を予定として、市議会において名称を決定 

 

 

２ 新宮地域小中一貫校小学校の制服等の取扱い及びアンケート調査実施要領

について 

 

(１) アンケート調査実施要領  別紙のとおり決定 

 

(２) アンケート実施期間  令和６年７月１日～令和６年７月３１日 

 

(３) 小中一貫校の小学校の制服及び体操服の取扱い 

＜令和６年８月開催 開校準備委員会＞ 

・アンケート調査の結果を基に制服・体操服に関する方針を協議 

 

＜令和６年１２月まで＞ 

・制服・体操服に関する方針を決定、保護者に方針を通知 

 

資料１ 

- 1 -



 

 

 

 

３ 現在の各小学校設置の記念碑等の取扱いについて 

 

(１) 現在の各小学校に設置されている記念碑や寄贈された絵画等は、当分

の間それぞれの学校で引き続き展示する。記念碑や絵画等を記録として残

していくため、アーカイブ動画及び冊子を作成する。 

 

(２) 新宮小学校については、小学校区部会において記念碑等の取扱いを協

議する。 

 

(３) 各小学校の校歌及び校章等は、小中一貫校開校後も新宮地域の児童・

生徒に各小学校の歴史を伝えていけるよう、下記のとおり小中一貫校に整

備する「地域交流室」（仮称）に展示する。 

（例）・校歌  体育館に設置している校歌掲示額を展示 

    ・校章  校旗を展示 

    ・記念誌 各校で製作した周年記念誌等を展示 

※上記以外にも各小学校区部会での意見交換を通して、「地域交流室」（仮

称）の展示スペースの範囲内において展示するものを決定する。 

 ※「地域交流室」（仮称）の展示スペースは、各学校別に展示する。 

 

(４) 新宮中学校の記念碑等の取扱いについては、別途協議する。 
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新宮地域小中一貫校学校名募集要項 

 

１ 募集目的  新宮地域小中一貫校の通称名、小学校名及び中学校名を多く

の方々から募集し、選定することにより、同校が新宮地域にお

いて長く愛される学校となることを目的とする。 

 

２ 募集内容  令和１０年４月開校予定の新宮地域小中一貫校の学校名（通

称名、小学校名、中学校名） 

※通称名、小学校名、中学校名の３項目のうち、１項目又は２ 

項目での応募も可とする。 

 

３ 応募資格  本市新宮町に在住・在学（小学校、中学校）の者とする。 

 

４ 応募方法  応募は、次のいずれかの方法により行う。 

(１) 持参  応募用紙に記入の上、以下に設置する投函箱に投函する。 

 ・たつの市教育委員会事務局 小中一貫教育推進課 

・たつの市役所本館玄関ホール 

 ・たつの市新宮総合支所地域振興課 

 ・新宮公民館 

 ・新宮図書館 

 ・新宮町内のコミュニティセンター（西栗栖・東栗栖・香島・越部） 

 ・新宮中学校区内の小・中学校 

  （西栗栖・東栗栖・香島・新宮・越部小学校、新宮中学校） 

(２) 郵送 

(３) ＦＡＸ 

(４) オンライン 

(５) 電子メール 

 

５ 応募期間  令和６年６月１０日（月）から令和６年７月３１日（水）まで 

※郵送の場合は、応募期間内必着とする。 

 

６ 記載内容  応募に係る記載事項は、以下のとおりとする。 

(１) 新宮地域小中一貫校の通称名、小学校名、中学校名と応募理由 

(２) 応募者の住所、氏名、電話番号（児童・生徒の場合は、学校名と学年

も記載する。） 

 

７ 応募点数  応募は、一人１点とする。 
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８ そ の 他 

(１) 本募集により応募された学校名を基に新宮地域小中一貫校開校準備委

員会において選定を進める。 

(２) 本募集により決定した学校名に関する一切の権利は、たつの市教育委

員会に属するものとする。 

(３) 応募者の個人情報については、本募集に関すること以外には使用しな

い。 

 

９ 応募・問い合わせ先 

〒６７９－４１９２ たつの市龍野町富永１００５－１ 

たつの市教育委員会事務局 小中一貫教育推進課 

電話  ０７９１－６４－３０２０ 

ＦＡＸ ０７９１－６３－３８８３ 

メール shochuikkan@city.tatsuno.lg.jp 
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募 集 内 容 新宮地域小中一貫校の学校名（通称名、小学校名、中学校名） 

応募できる方 本市新宮町に在住・在学（小学校、中学校）の方 

応 募 点 数 

学校名（通称名・小学校名・中学校名）を、一人１点ずつまで。 

（通称名、小学校名、中学校名の３項目のうち、例えば通称名と小学校名、小学校

名と中学校名、通称名のみなど、３項目が揃っていなくても応募できます。） 

記 載 内 容 応募する学校名とふりがな、応募する学校名にした理由 

募 集 期 間 令和６年７月３１日（水）まで 

通称名 小学校名 中学校名 

中之島小中一貫校（大阪市） 中之島小学校 中之島中学校 

一宮南学園（宍粟市） はりま一宮小学校 一宮南中学校 

緑風学園（沖縄県名護市） 久志小学校 久志中学校 

むくのき学園（大阪市） 啓発小学校 中島中学校 

新宮地域小中一貫校の学校名を募集 

応募方法 

小中一貫校の学校名（例） 

募集内容等 

次のいずれかの方法により応募してください。  
 ➊ 持参により応募する場合  裏面の応募用紙にご記入の上、以下に設置する投函箱に投函 

・たつの市教育委員会事務局 小中一貫教育推進課（たつの市役所新館３階） 

・たつの市役所本館玄関ホール  ・新宮総合支所地域振興課 

・新宮公民館  ・新宮図書館  ・新宮町内のコミュニティセンター   

・新宮中学校区内の小・中学校（西栗栖・東栗栖・香島・新宮・越部小学校、新宮中学校） 
 

➋ 郵送により応募する場合   裏面の応募用紙にご記入の上、以下の宛先まで郵送 

〠６７９－４１９２ たつの市龍野町富永１００５－１ 

 たつの市教育委員会事務局 小中一貫教育推進課宛て 
 
➌ ＦＡＸにより応募する場合  裏面の応募用紙にご記入の上、以下の番号まで送信 

ＦＡＸ番号：０７９１－６３－３８８３ 
 

➍ オンラインにより応募する場合  次のＱＲコードを読み取って必要事項を入力し送信 
 

 

 
 
➎ 電子メールにより応募する場合 

  市ホームページに添付している応募用紙をダウンロードし、必要 

事項をご記入の上、下記メールアドレスへ応募用紙を添付して送信 

 メールアドレス：shochuikkan@city.tatsuno.lg.jp 

 

 

市ホームページ 

QRコード 

オンライン応募 

QRコード 

新しい学校は、小学１年生から中学３年生

までの児童、生徒及び教職員が日常的に交

流しながら学習や活動に取り組める「小中

一貫校」として開校します。小中一貫校に

は、「小学校」と「中学校」が別々にあり、

それぞれに校長先生がおられます。 

 令和１０年４月に新宮地域に新しく誕生する学校は、小学校と中学校が同一敷地内で一体となっ

た小中一貫校です。新宮地域の皆さんから長く愛される学校となるよう、小学校と中学校をあわせ

て呼ぶときに使う「通称名」、小学校と中学校を別々に呼ぶときに使用する「小学校名」「中学校名」

の３項目を募集します。たくさんのご応募をお待ちしています。 
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◆ 通称名の応募欄（応募する通称名をご記入ください。） 

ふりがな                   

 
 
 

（上記の通称名とした理由） 

 

 

◆ 小学校名の応募欄（応募する小学校名をご記入ください。） 

ふりがな                

 
 
 

（上記の小学校名とした理由） 

 

 

◆ 中学校名の応募欄（応募する中学校名をご記入ください。） 

ふりがな                 

 
 
 

（上記の中学校名とした理由） 

 

 

応募者  住  所                       

   氏  名                       

   電話番号                       

   ※児童生徒の場合 小学校又は中学校名と学年をご記入ください。 

    学校名：             学年：    年 

   

 ※ご応募いただいた学校名を基に新宮地域小中一貫校開校準備委員会において選定を進め 

  ていきます。 

※本募集により決定した学校名に関する一切の権利は、たつの市教育委員会に属するもの 

 とします。 

※応募者の個人情報については、本募集に関すること以外には使用しません。 

※応募内容について、問い合わせをさせていただく場合があります。 

 

 

新宮地域小中一貫校の学校名の応募用紙 

小学校 

【担 当】たつの市新宮地域小中一貫校開校準備委員会 

（事務局）たつの市教育委員会事務局 小中一貫教育推進課 

 電話：0791-64-3020     FAX：0791-63-3883 

Mail：shochuikkan@city.tatsuno.lg.jp 

中学校 
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新宮地域小中一貫校小学校の制服・体操服に関するアンケート調査実施要領 

 

 

１ 実施目的  新宮地域小中一貫校開校準備委員会において、新宮地域小中一貫校

の小学校で着用する制服・体操服について方針を決定するため、新宮

中学校区内の児童及び未就学児の保護者を対象にアンケート調査を実

施する。 

 

２ 実施内容  ・小中一貫校小学校の服装（制服・私服等）について 

        ・新制服のデザイン（イートン・ブレザー）について 

        ・制服を着用する学年について 

        ・通学帽子の種類（黄色い帽子・白い体操帽子・指定なし）について 

        ・新体操服に希望する事項（機能性・材質・価格等）について 

 

３ 実施対象  新宮中学校区内の小学校に在学の児童及び新宮中学校区内に在住の

未就学児の保護者 

 

４ 実施方法  アンケート依頼文に記載しているＱＲコードを読み取り、Googleフ

ォームから回答する。 

 

５ 実施期間  令和６年７月１日（月）～令和６年７月３１日（水） 

 

６ 回答回数  アンケートの回答は、１世帯１回とする。 

 

７ 回答・問い合わせ先  

〒６７９－４１９２ たつの市龍野町富永１００５－１ 

たつの市教育委員会事務局 小中一貫教育推進課 

電話  ０７９１－６４－３０２０ 

ＦＡＸ ０７９１－６３－３８８３ 

メール shochuikkan@city.tatsuno.lg.jp 
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記念碑 美術品 工芸品 書 写真 計

西栗栖小学校 10 11 6 － 1 28

東栗栖小学校 6 7 4 － － 17

香島小学校 2 15 1 － － 18

新宮小学校 33 16 3 4 1 57

越部小学校 8 8 5 － － 21

新宮中学校 16 4 1 2 － 23

各小・中学校設置記念碑等一覧

- 8 -



 

スクールバスの運行ルート（案）について 

 

１ スクールバスの運行 

(１) 小中一貫校の開校に伴い、学校までの通学距離が長くなる児童 

(２) 小中一貫校から自治会集会所までの実距離が、おおむね３km を超える地区

の児童 

 

 

２ スクールバスの運行方針 

 ・ 各小学校区別に通学バスを運行する。 

・ 一般車両とのすれ違いができる道路を通行する。 

 ・ 停車場は、スクールバスの進行方向の左側に停車できる場所又はスクールバス

が転回できる場所とする。 

 

 

３ 停車場の例 

・ 自治会集会所 

 ・ 路線バスの停車場（待避所がある箇所） 

 ・ 道路路側帯（路側帯の幅が広く、見通しの良い位置であること。） 

 

 

資料２－１ 



1 

 

スクールバスに係る小学校区部会からの意見（西栗栖小学校区） 

 

小学校区部会での意見 左記の意見への対応 

時重公民館の前の道路がカーブしている

ので、見通しが悪く危険である。老人会で

乗り降りする時は、もう少し北の場所に

停めてもらっているので、そちらの方で

考えてもらえないか。 

ご意見のあった場所に変更しました。 

牧の地形が細長いので、できれば３か所

停まってほしい。開校時点でそれぞれの

停車場付近に児童がいない場合は、児童

がいる停車場のみに停まってもらえれば

良い。開校時、牧自治会館周辺で児童がい

ないのであれば、牧自治会館で U ターン

してもらえれば良い。 

ご意見のあった場所に変更しました。 

こども園のバスは、栗町の集落内の道路

を通っているが、コンビニの後ろの道路

（教育委員会が示したルート案）は通っ

ていない。示された停車場に向かうため

には、田幸や栗田の児童が信号のない横

断歩道を渡る必要がある。 

こども園のバスは、私有地の一部を使わ

せていただき、そこで乗って国道に戻っ

ている。 

栗町のバス停車場については、公民館か

らご提案のあった私有地付近に変更する

ことを考えています。 

  

資料２－２ 
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小学校区部会での意見 左記の意見への対応 

中学生がスクールバスを利用できない

か。 

◆中学生がスクールバスに乗車する場

合、バスのサイズを現在予定しているバ

スよりも大きくする必要がありますが、

そうなるとバスが入れない箇所が生じる

可能性があります。まずは、小学校児童の

通学手段を確保することを優先したいと

考えています。 

また、中学生が姫新線で通学する場合

はこれまでどおり定期券購入の助成を考

えていますが、バスに乗車する場合は姫

新線の定期券購入助成を受けることがで

きません。 

◆スクールバスは、小学校児童の下校時

間に合わせた運行を予定しています。 

 また、スクールバスは、小学校の登校日

に運行しますので、中学校の部活動に行

くための利用はできません。 

◆中学生がバス通学とした場合、姫新線

の乗降客数が減ってしまうことで減便に

つながることが考えられます。 

 

 

 


